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資 料 目 次（審議会第４４４回会議 令和７年９月５日開催） 

 

資料№１ 

  島根県最低賃金の改正決定に係る島根地方最低賃金審議会の意見に関する異議の 

申出について  

  （１）島根県自治体労働組合総連合 

  （２）島根県労働組合総連合 

  （３）島根県医療労働組合連合会 

   

資料№２ 

 特定最低賃金申出状況一覧表 

 

資料№３ 

 特定最低賃金５件の改正決定申出書、労働者数及び各特定最低賃金改正申出にあた

っての疎明資料 

  （１）製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

  （２）はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 

  （３）電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

  （４）自動車・同附属品製造業 

  （５）自動車（新車）小売業 

 

資料№４ 

 令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表 

（特定（産業別）最低賃金の場合） 



 

島根県最低賃金の改正決定に係る島根地方

最低賃金審議会の意見に関する異議の申出

について 

 

 

（１）島根県自治体労働組合総連合 

（２）島根県労働組合総連合 

（３）島根県医療労働組合連合会 

 



















特定最低賃金申出状況一覧表 

 

令和７年９月５日現在                                                      島根地方最低賃金審議会事務局（島根労働局） 

     産業別最低賃金 件名 

①労働協約

の適用を受

ける労働者

又は合意労

働者数 

②左の労

働者を使

用する使

用者数 

令和３年経済センサス－

活動調査による労使数 
 

比率 

①÷③ 

             

（％） 

労働協約

で定める

最低賃金

のうち最

も低い額 

備  考 
③ 

労働者数 

④ 

使用者数 

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 2,877 9 2,534 15 113.5  
公正競争ケース 

(機関決定9) 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務

用機械器具製造業 
1,226 11 2,825 106 43.4  

公正競争ケース 

(機関決定11) 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機

械器具、情報通信機械器具製造業 
6,744 4 8,152 70 82.7 

1時間 

1,320 円 

公正競争ケース 

(協約1、労使協定3、機関

決定1) 

自動車・同附属品製造業 1,454 8 1,954 27 74.4 
1時間 

 1,168円 

公正競争ケース 

(協約4、機関決定4) 

百貨店、総合スーパーマーケット       申出を取下げ 

自動車（新車）小売業  1,131    8 2,109 200  53.6  
 

1時間 

1,069円 

労働協約ケース 

(協約5) 

（注） 特定最低賃金申出状況一覧表における適用労働者数③及び適用使用者数④については、令和７年３月の島根地方最低賃金審議会  

の資料の数値。 



 

特定最低賃金５件の改正決定申出書、労働

者数及び各特定最低賃金改正申出にあたっ

ての疎明資料 

 

 

（１）製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

（２）はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製

造業 

（３）電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報

通信機械器具製造業 

（４）自動車・同附属品製造業 

（５）自動車（新車）小売業 

 











































別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

9月1日（月） 9月16日（火） 9月19日（金） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月22日（月） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月3日（水） 9月18日（木） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月4日（木） 9月19日（金） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月5日（金） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月6日（土） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月7日（日） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月8日（月） 9月24日（水） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月9日（火） 9月24日（水） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月10日（水） 9月25日（木） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月11日（木） 9月26日（金） 10月1日（水） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月12日（金） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月13日（土） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月14日（日） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月3日（金） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月6日（月） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月8日（水） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月10日（金） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月14日（火） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月16日（木） 10月27日（月） 11月26日（水）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月20日（月） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月22日（水） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月24日（金） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月7日（火） 10月22日（水） 10月27日（月） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月8日（水） 10月23日（木） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月9日（木） 10月24日（金） 10月29日（水） 11月10日（月） 12月10日（水）

10月10日（金） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月11日（土） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月12日（日） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月13日（月） 10月28日（火） 10月31日（金） 11月12日（水） 12月12日（金）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

10月14日（火） 10月29日（水） 11月4日（火） 11月13日（木） 12月13日（土）

10月15日（水） 10月30日（木） 11月5日（水） 11月14日（金） 12月14日（日）

10月16日（木） 10月31日（金） 11月6日（木） 11月17日（月） 12月17日（水）

10月17日（金） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月18日（土） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月19日（日） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月20日（月） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月21日（火） 11月5日（水） 11月10日（月） 11月19日（水） 12月19日（金）

10月22日（水） 11月6日（木） 11月11日（火） 11月20日（木） 12月20日（土）

10月23日（木） 11月7日（金） 11月12日（水） 11月21日（金） 12月21日（日）

10月24日（金） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月25日（土） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月26日（日） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月27日（月） 11月11日（火） 11月14日（金） 11月26日（水） 12月26日（金）

10月28日（火） 11月12日（水） 11月17日（月） 11月27日（木） 12月27日（土）

10月29日（水） 11月13日（木） 11月18日（火） 11月28日（金） 12月28日（日）

10月30日（木） 11月14日（金） 11月19日（水） 12月1日（月） 12月31日（水）

10月31日（金） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月1日（土） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月2日（日） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月3日（月） 11月18日（火） 11月21日（金） 12月3日（水） 1月2日（金）

11月4日（火） 11月19日（水） 11月25日（火） 12月4日（木） 1月3日（土）

11月5日（水） 11月20日（木） 11月26日（水） 12月5日（金） 1月4日（日）

11月6日（木） 11月21日（金） 11月27日（木） 12月8日（月） 1月7日（水）

11月7日（金） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月8日（土） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月9日（日） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月10日（月） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月11日（火） 11月26日（水） 12月1日（月） 12月10日（水） 1月9日（金）

11月12日（水） 11月27日（木） 12月2日（火） 12月11日（木） 1月10日（土）

11月13日（木） 11月28日（金） 12月3日（水） 12月12日（金） 1月11日（日）

11月14日（金） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月15日（土） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月16日（日） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月17日（月） 12月2日（火） 12月5日（金） 12月16日（火） 1月15日（木）

11月18日（火） 12月3日（水） 12月8日（月） 12月17日（水） 1月16日（金）

11月19日（水） 12月4日（木） 12月9日（火） 12月18日（木） 1月17日（土）

11月20日（木） 12月5日（金） 12月10日（水） 12月19日（金） 1月18日（日）

11月21日（金） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月22日（土） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月23日（日） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月24日（月） 12月9日（火） 12月12日（金） 12月23日（火） 1月22日（木）

11月25日（火） 12月10日（水） 12月15日（月） 12月24日（水） 1月23日（金）



別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

11月26日（水） 12月11日（木） 12月16日（火） 12月25日（木） 1月24日（土）

11月27日（木） 12月12日（金） 12月17日（水） 12月26日（金） 1月25日（日）

11月28日（金） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月29日（土） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月30日（日） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

12月1日（月） 12月16日（火） 12月19日（金） 1月6日（火） 2月5日（木）

12月2日（火） 12月17日（水） 12月22日（月） 1月7日（水） 2月6日（金）

12月3日（水） 12月18日（木） 12月23日（火） 1月8日（木） 2月7日（土）

12月4日（木） 12月19日（金） 12月24日（水） 1月9日（金） 2月8日（日）

12月5日（金） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月6日（土） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月7日（日） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月8日（月） 12月23日（火） 12月26日（金） 1月14日（水） 2月13日（金）

12月9日（火） 12月24日（水） 1月5日（月） 1月15日（木） 2月14日（土）

12月10日（水） 12月25日（木） 1月6日（火） 1月16日（金） 2月15日（日）

12月11日（木） 12月26日（金） 1月7日（水） 1月19日（月） 2月18日（水）

12月12日（金） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月13日（土） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月14日（日） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月15日（月） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月16日（火） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月17日（水） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月18日（木） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月19日（金） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月20日（土） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月21日（日） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月22日（月） 1月6日（火） 1月9日（金） 1月21日（水） 2月20日（金）

12月23日（火） 1月7日（水） 1月13日（火） 1月22日（木） 2月21日（土）

12月24日（水） 1月8日（木） 1月14日（水） 1月23日（金） 2月22日（日）

12月25日（木） 1月9日（金） 1月15日（木） 1月26日（月） 2月25日（水）

12月26日（金） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月27日（土） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月28日（日） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月29日（月） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月30日（火） 1月14日（水） 1月19日（月） 1月28日（水） 2月27日（金）

12月31日（水） 1月15日（木） 1月20日（火） 1月29日（木） 2月28日（土）



 

 

参考資料 
 

 

 島根県最低賃金の改正決定に関する報告書（写） 

 

 

 島根県最低賃金の改正決定について（答申）（写） 

 

 

 令和７年度 地域別最低賃金の審議・決定状況 



○写  

令和７年８月１８日 
 
 
島根地方最低賃金審議会 

    会長  藤本 晴久  殿 
 
 

島根地方最低賃金審議会 
島根県最低賃金専門部会 

                        部会長 藤 本  晴 久 
 
 

島根県最低賃金の改正決定に関する報告書 
 
 

当専門部会は、令和７年７月１４日、島根地方最低賃金審議会において付託

された島根県最低賃金の改正決定について、「新しい資本主義のグランドデザ

イン及び実行計画 2025 年改訂版」及び「経済財政運営と改革の基本方針

2025」に配意し、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達し

たので報告する。 

 また、別紙２のとおり平成２０年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成

２０年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最

新のデータにより比較したところ、令和５年１０月６日発効の島根県最低賃金

（時間額９０４円）は令和５年度の島根県の生活保護水準を上回っていたこと

を申し添える。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 
 

記 
 

 公益代表委員 

   部 会 長   藤本 晴久 

   部会長代理   松本 洋子 

           小田川真一 
 

 労働者代表委員 

           石川 昌平 

           景山  誠 

           久保田恭佳 
 

 使用者代表委員 

           金井 寿彦 

           多野 美和 

           橋本 浩一 



別紙１ 

 

島根県最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   島根県の区域 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間 １，０３３円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   令和７年１１月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

島根県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(１) 件   名  島根県最低賃金 

(２) 最低賃金額  時間額 ９０４円 

(３) 発 効 日  令和５年１０月６日 

 

２ 生活保護水準 

(１) 比較対象者 

１８～１９歳・単身世帯者 

(２) 対象年度 

   令和５年度 

(３) 生活保護水準（令和５年度） 

生活扶助基準（第１類費及び第２類費＋冬季加算＋期末一時扶助費）の 

島根県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額 

（９１，３３３円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

  上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲

げる金額とを比較すると島根県最低賃金が下回っているとは認められなか

った。 

（註）1 箇月換算額 

   904 円（島根県最低賃金）×173.8（1 箇月平均法定労働時間数） 

×0.807（可処分所得の総所得に対する比率）＝１２６，７９２円 

 

 

 





別紙１ 

 

島根県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

   島根県の区域 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間１，０３３円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   令和７年１１月１７日 

  



島根地方最低賃金審議会附帯決議 

 

 

 

１  中小零細企業の社会保険料負担軽減策を実施されたい。 

 

２  中小企業の最低賃金引上げに伴い、１年間の最低賃金引上げに見

合う運転資金への直接的な助成金・補助金を創設されたい。 

 

３  島根地方最低賃金審議会の審議を鑑み、全国規模（４７都道府県

公労使委員の代表参加）で「地方最低賃金審議会の在り方検討会」

を開催されたい。 

 

４  各答申文に盛り込まれた附帯決議等について令和７年度末まで

にフィードバック（報告）をされたい。 

以上 
 

  



別紙２ 

 

島根県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(１) 件   名  島根県最低賃金 

(２) 最低賃金額  時間額 ９０４円 

(３) 発 効 日  令和５年１０月６日 

 

２ 生活保護水準 

(１) 比較対象者 

１８～１９歳・単身世帯者 

(２) 対象年度 

   令和５年度 

(３) 生活保護水準（令和５年度） 

生活扶助基準（第１類費及び第２類費＋冬季加算＋期末一時扶助費）の 

島根県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額 

（９１，３３３円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

  上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げ

る金額とを比較すると島根県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

（註）1箇月換算額 

   904 円（島根県最低賃金）×173.8（1 箇月平均法定労働時間数） 

×0.807（可処分所得の総所得に対する比率）＝１２６，７９２円 

 
 
 



令和７年度　地域別最低賃金の審議・決定状況 令和７年９月３日時点

ラ

ン

ク

都道府県名
引上げ額

【円】
発効年月日

ラ

ン

ク

都道府県名
引上げ額

【円】
発効年月日

東 京 1,226 （ 1,163 ） 63 ＋ O ● 使側５名反対 令 和 7 年 10 月 3 日 長 野 1,061 （ 998 ） 63 ＋ O ▲ 労側５名反対 令和7年10月3日

神 奈 川 1,225 （ 1,162 ） 63 ＋ O ○ 全会一致 令 和 7 年 10 月 4 日 北 海 道 1,075 （ 1,010 ） 65 ＋ 2 ● 使側５名反対 令和7年10月4日

大 阪 1,177 （ 1,114 ） 63 ＋ O ○ 全会一致 令 和 7 年 10 月 16 日 岐 阜 1,065 （ 1,001 ） 64 ＋ 1 ○ 全会一致 令和7年10月18日

愛 知 1,140 （ 1,077 ） 63 ＋ O ▲ 労側５名反対 令 和 7 年 10 月 18 日 徳 島 1,046 （ 980 ） 66 ＋ 3 〇 全会一致 令 和 8 年 1 月 1 日

千 葉 1,140 （ 1,076 ） 64 ＋ 1 ● 使側５名反対 令 和 7 年 10 月 3 日 福 島 （ 955 ） #### # #

埼 玉 1,141 （ 1,078 ） 63 ＋ O ▲ 労側5名反対 令 和 7 年 11 月 1 日 新 潟 1,050 （ 985 ） 65 ＋ 2 ● 使側５名反対 令和7年10月2日

兵 庫 1,116 （ 1,052 ） 64 ＋ 1 ● 使側５名反対 令 和 7 年 10 月 4 日 和 歌 山 1,045 （ 980 ） 65 ＋ 2 ○ 全会一致 令和7年11月1日

京 都 1,122 （ 1,058 ） 64 ＋ 1 ◐
使側３名反対、

労側１名棄権
令 和 7 年 11 月 21 日 愛 媛 1,033 （ 956 ） 77 ＋ 14 ○ 全会一致 令和7年12月1日

茨 城 1,074 （ 1,005 ） 69 ＋ 6 ● 使側５名反対 令 和 7 年 10 月 12 日 島 根 1,033 （ 962 ） 71 ＋ 8 ● 使側４名反対 令和7年11月17日

静 岡 1,097 （ 1,034 ） 63 ＋ O ●▲
金　額：労側５名反対

発効日：使側３名反対 令 和 7 年 11 月 1 日 大 分 （ 954 ） #### # #

富 山 1,062 （ 998 ） 64 ＋ 1 ● 使側５名反対 令 和 7 年 10 月 12 日 熊 本 （ 952 ） #### # #

広 島 1,085 （ 1,020 ） 65 ＋ 2 ● 使側５名反対 令 和 7 年 11 月 1 日 山 形 1,032 （ 955 ） 77 ＋ 13 ◐ 使側３名反対 令和7年12月23日

滋 賀 1,080 （ 1,017 ） 63 ＋ O ▲◐
労側5名反対、

使側１名反対
令 和 7 年 10 月 5 日 佐 賀 1,030 （ 956 ） 74 ＋ 10 ■ 使側５名退席 令和7年11月21日

栃 木 1,068 （ 1,004 ） 64 ＋ 1 ○ 全会一致 令 和 7 年 10 月 1 日 長 崎 1,031 （ 953 ） 78 ＋ 14 ■ 使側５名退席 令和7年12月1日

群 馬 1,063 （ 985 ） 78 ＋ 15 ● 使側５名反対 令 和 8 年 3 月 1 日 岩 手 1,031 （ 952 ） 79 ＋ 15 ■ 使側５名退席 令和7年12月1日

宮 城 1,038 （ 973 ） 65 ＋ 2 ◭◐
労側１名反対、

使側３名反対
令 和 7 年 10 月 4 日 高 知 1,023 （ 952 ） 71 ＋ 7 ○ 全会一致 令和7年12月1日

山 梨 1,052 （ 988 ） 64 ＋ 1 ◭ 労側２名反対 令 和 7 年 12 月 1 日 鳥 取 1,030 （ 957 ） 73 ＋ 9 ○ 全会一致 令和7年10月4日

三 重 1,087 （ 1,023 ） 64 ＋ 1 ▼ 労側５名退席 令 和 7 年 11 月 21 日 秋 田 1,031 （ 951 ） 80 ＋ 16 ● 使側５名反対 令和8年3月31日

石 川 1,054 （ 984 ） 70 ＋ 7 ◐ 使側２名反対 令 和 7 年 10 月 8 日 鹿 児 島 1,026 （ 953 ） 73 ＋ 9 ● 使側５名反対 令和7年11月1日

福 岡 1,057 （ 992 ） 65 ＋ 2 ● 使側５名反対 令 和 7 年 11 月 16 日 宮 崎 1,023 （ 952 ） 71 ＋ 7 ● 使側４名反対 令和7年11月16日

香 川 1,036 （ 970 ） 66 ＋ 3 ▼ 労側３名退席 令 和 7 年 10 月 18 日 青 森 1,029 （ 953 ） 76 ＋ 12 ● 使側５名反対 令和7年11月21日

岡 山 1,047 （ 982 ） 65 ＋ 2 ▲ 労側４名反対 令 和 7 年 12 月 1 日 沖 縄 1,023 （ 952 ） 71 ＋ 7 ● 使側４名反対 令和7年12月1日

福 井 1,053 （ 984 ） 69 ＋ 6 ● 使側３名反対 令 和 7 年 10 月 8 日

奈 良 1,051 （ 986 ） 65 ＋ 2 ○ 全会一致 令 和 7 年 11 月 16 日 全国加重平均額 （ 1,055 ）

山 口 1,043 （ 979 ） 64 ＋ 1 ● 使側３名反対 令 和 7 年 10 月 16 日

※１　括弧書きは、令和６年度地域別最低賃金額

※２　空欄箇所は入力時点で未定。発効年月日は入力時点での予定日。

※３ 　採決状況　〇：全会一致　●：使用者側反対　▲：労働者側反対　 ■：使用者側退席　▼：労働者側退席　◐：使側一部反対　◭：労側一部反対

Ａ

B

Ｂ C

本審

採決状況

（※３）

目安

比較

【円】

目安

比較

【円】

最低賃金時間額

【円】（※１）

本審

採決状況

（※３）

最低賃金時間額

【円】（※)


